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第２４回足利市農業委員会議事録 

 

足利市農業委員会会長 三田隆俊は、令和元年５月２７日、午前９時３０分、農業委員

を足利市役所に召集し、第２４回足利市農業委員会を開催した。 

 

１ 出席した委員は、次のとおりである。 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

  １ 小山 勉   ２ 三田照子   ３ 三田隆俊 

  ４ 藤生正浩   ５ 森山進平   ６ 遠藤茂太 

  ７ 河内義昭   ８ 星野雅彦  ９ 長谷川良光 

１０ 亀田幸雄 １１ 仙田光男 １２ 桐生さとみ 

１３ 清水 茂 １４ 赤坂安一 １５ 本島一喜 

 

１ 出席した職員は、次のとおりである。 

   局長 斉藤正巳、次長 川田和之、主幹 足立 純、主査 齋藤玲子、主査 須釜和彦 

１ 書記は、次のとおりである。 

 主査 本田未央子 

１ 会議事件は、次のとおりである。 

   (議事日程のとおり) 

１ 会議の概要は次のとおりである。 

局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

次長 

議長 

報告いたします。ただいまの出席委員は１５名全員であります。 

次に、本日の議事日程について報告いたします。 

日程第１ 議事録署名委員の決定について 

日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長専 

決処理について 

日程第３ 議案第１号から議案第３号について 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 

以上であります。 

ただいま局長から報告のあったとおり、出席委員１５名で定足数に達して

おりますので、これより第２４回足利市農業委員会総会を開会いたします。 

【午前９時２６分 開会】 

報告事項について、次長より報告させます。 

【事業概要報告】 

次長から報告がありましたが、何かご意見、ご質問はございませんか。 
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

次長 

議長 

 

 

 

 

 

主幹 

 

【意見なし】 

それでは日程に入ります。 

日程第１ 議事録署名委員の決定について議題といたします。 

議事録署名委員は、議長において指名することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、よって議事録署名委員は議長において指名いたします。 

２番 三田照子委員、１３番 清水 茂委員を指名いたします。 

ご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議事録署名委員は両名と決定いたしました。 

続いて日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局

長専決処理について、事務局からの報告を求めます。 

議案書の１ページをお開き下さい。 

農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長専決処理につい

て、ご報告させていただきます。１ページの総括表に基づきましてご報告いた

します。 

まず始めに、農地法第４条の届出ですが、件数が６件、筆数が１３筆、面積

が４，８１５．８９㎡となっております。 

続きまして、農地法第５条の届出ですが、件数が２４件、筆数が３０筆、面

積が１２，１５３㎡となっております。 

合計いたしまして件数が３０件、筆数が４３筆、面積が１６，９６８．８９

㎡となっております。 

また、詳細につきましては、第４条の届出が２ページから３ページに、第５

条の届出が４ページから９ページに記載されております。 

以上、ご報告いたします。 

ただいま、事務局から報告致しましたが、ご質問はございませんか。 

長谷川委員。 

９番 長谷川です。 

５ページの８番ですが、通２丁目にまだ畑が残っていたでしょうか。 

事務局。 

地目が農地のままで残っていたということでございます。 

よろしいですか。 

それでは、専決処理についてご了承願います。 

続いて日程第３に入ります。 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請についてを議題と

いたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の１０ページをお開き下さい。 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、ご説明
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議長 

 

 

１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

いたします。 

１番、申請地は田島町地内の田、現況 畑、面積３０９㎡です。 

譲受理由は、自宅に近く耕作に便利なため取得し、経営規模を拡大したい

で、譲渡理由は、居住地と離れており、耕作が不便なため譲渡したいというも

のです。契約内容は所有権移転の売買です。 

続きまして、議案書の３３ページをご覧下さい。 

１番の調査書となっております。各項目とも、適正なものと判断されており

ます。次ページに位置図と公図が載せてございます。 

それでは議案書の１０ページにお戻りください。 

続きまして２番、申請地は田島町地内の田、面積２５５㎡ほか１筆、計  

２９４㎡です。 

譲受理由は、自宅に近く耕作に便利なため、取得し経営規模を拡大したい

で、譲渡理由は、居住地と離れており耕作が不便なため譲渡したいです。契約

内容は、所有権移転売買です。 

続きまして、議案書の３５ページをご覧下さい。 

２番の調査書となっております。各項目とも、適正なものと判断されており

ます。 

それでは議案書の１０ページにお戻りください。 

続きまして３番、申請地は県町地内の田、現況 ハウス、面積１，６８２㎡

ほか２筆、計２，５１０㎡です。 

譲受理由は、贈与により取得し経営規模を拡大したいで、譲渡理由は、本業

の自営業に専念するため贈与したいです。契約内容は、所有権移転贈与です。 

続きまして、議案書の３７ページをご覧下さい。 

３番の調査書となっております。各項目とも、適正なものと判断されており

ます。裏面に位置図と公図が載せてございます。 

なお、記載漏れでございますが、譲渡人と譲受人は親子でございます。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

本件は先に１番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

１番 小山委員。 

１番 小山です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

調査年月日は令和元年５月１６日、木曜日、午前８時３０分から、調査班は

星野委員を班長といたしまして、亀田委員、本島委員、長谷川職務代理、私の

５名で調査を行いました。 

調査対象、契約内容、申請理由については事務局から説明がありましたので

省略いたします。 

今回の調査は、３条許可申請に伴い、申請地の確認を行ったものでありま

す。申請地は所有権移転売買の申請であり、申請人の自作地の現地調査につい
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議長 

 

議長 

 

 

主幹 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

１０番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ては、合計いたしまして１３筆あることから、事前に事務局で確認し、適正に

耕作及び管理がなされていることの報告を受けましたので、省略させていた

だきます。 

また、申請地は自宅や自作地の近隣のため耕作をするのに利便性が良いこ

とから、周辺農地の農業上の支障はないものと判断いたしました。 

また、別紙調査書に基づき、許可基準の要件を満たしていることを確認した

ため、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のありました本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

私からよろしいでしょうか。 

３４ページの公図で、申請地の北に宅地を所有しているが、太田に居住して

いるという解釈でよろしいでしょうか。 

現地は、位置図にある方の表札がありましたので、この方が以前に住まわれ

ていたと思われます。 

所有者はこの記載のとおりでありますが、居住者はまた別の方だったよう

でございます。 

わかりました。 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第１号 １番はそのように決定いたしました。 

続いて２番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

１０番 亀田委員。 

１０番 亀田です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

調査年月日、調査班は１番の案件と同様であります。 

調査対象、契約内容、申請理由については事務局から説明がありましたので

省略いたします。 

今回の調査は、３条許可申請に伴い、申請地の確認を行ったものでありま

す。申請地は所有権移転・売買の申請であり、申請人の自作地の現地調査につ

いては、合計いたしまして２０筆あり、事前に事務局で確認し、適正に耕作及

び管理がなされていることの報告を受けましたので、省略させていただきま

した。 

また、申請地は自宅と近接しており、耕作をするのに利便性が良いことか

ら、周辺農地の農業上の支障はないものと判断いたしました。 

また、別紙調査書に基づき、許可基準の要件を満たしていることを確認した

ため、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 
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議長 

 

議長 

１０番 

議長 

１０番 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

１５番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

１５番 

議長 

 

 

議長 

 

 

ただいま報告のありました本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

担当地区推進委員は現地に立ち合いましたか。 

はい。 

何か言っていましたか。問題ないという判断でしたか。 

意見はありませんでした。 

わかりました。 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第１号 ２番はそのように決定いたしました。 

続いて３番を上程いたします。 

本件も調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

１５番 本島委員。 

はい、１５番 本島です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

調査年月日、調査班は１番の案件と同様であります。 

調査対象、契約内容、申請理由については事務局から説明がありましたので

省略いたします。 

今回の調査は、３条許可申請に伴い、申請地の確認を行ったものでありま

す。申請地は父から子への所有権移転・贈与の申請であり、申請人の自作地の

現地調査については、合計いたしまして１６筆あり、事前に事務局で確認し、

適正に耕作及び管理がなされていることの報告を受けましたので、省略させ

ていただきました。 

また、申請地は自宅の近隣であり、既にいちごハウスを有し、引き続きイチ

ゴ栽培を続けることから、周辺農地の農業上の支障はないものと判断いたし

ました。 

また、別紙調査書に基づき、許可基準の要件を満たしていることを確認した

ため、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のありました本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

担当推進委員から意見はございませんでしたか。 

問題ありませんとのことでした。 

わかりました。 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第１号 ３番はそのように決定いたしました。 

続いて議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請についてを

議題といたします。 
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事務局の説明を求めます。 

それでは、議案書の１１ページをお開きください。 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、ご説明

いたします。 

今月の５条申請ですが、合計で１２件となっております。 

目的としまして、一般住宅が２件、太陽光発電設備が１０件、合計で１２件、

面積は合計で１．２５ｈａとなっております。 

それでは説明いたします。 

１番、申請地は名草下町地内の畑、面積１７０㎡ほか２筆、計１，１２１㎡

です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル２２８枚を３８０．７６

㎡に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認

済、農地法５-２-２、他に代替えする土地の有無 無です。 

こちらの調査書ですが、議案書の４０ページをご覧ください。１番の調査書

となっております。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。 

また、実情調査報告が４１ページから４６ページに載せてありますので、ご

覧ください。 

議案書の１１ページにお戻りください。 

続きまして２番、申請地は同じく名草下町地内の田、面積１，２６１㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル３８０枚を４６６．６８

㎡に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認

済、農地法５-２-２、他に代替えする土地の有無 無です。 

こちら２番の調査書は、４７ページとなっております。各項目とも適正なも

のと判断されております。 

また、実情調査報告が４８ページから５３ページに載せてあります。 

１番と２番ですが、４０ページの調査書をご覧ください。右側のページの最

後ですが、許可が相当と認められる場合に付すべき条件ということで記載が

ありますが、隣接して残る農地が、農地として維持されることを条件として許

可をしたいと考えています。 

土地の所有者からの確約書も提出いただいております。４６ページをお願

いいたします。 

こちらに記載のある２筆について、今回の申請地に隣接する農地は、農地と

して維持管理に努めるという内容の確約となっております。この提出をもっ

て上程させていただいております。 

では、議案書の１１ページにお戻りください。 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして３番、申請地は松田町地内の畑、面積４７２㎡ほか１筆、計  

１，４５７㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル２８８枚を４８０．９６

㎡に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認

済、農地法５-２-２、他に代替えする土地の有無 無です。 

３番の調査書は、５４ページとなっております。各項目とも適正なものと判

断されております。 

また、実情調査報告が５５ページから５９ページに載せてありますので、ご

覧ください。 

では、議案書の１２ページをお願いします。 

続きまして４番、申請地は名草下町地内の畑、面積５５２㎡ほか２筆、計 

１，６３２㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル２３０枚を３８４．１㎡

に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認

済、農地法５-２-２、他に代替えする土地の有無 無です。 

４番の調査書は６０ページとなっております。調査書は各項目とも適正な

ものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図を載

せてあります。 

では、議案書１２ページにお戻りください。 

５番、申請地は名草下町地内の田、面積３６６㎡です。 

施設の概要は一般住宅１棟、延床面積１５０．０６㎡を建築するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は使用貸借権の設定、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法３４条１１号、基準を満たす道路に接する

住宅、農地法施行令１０-２、農業の振興に資する施設 住宅です。 

５番の調査書は６３ページとなっております。調査書は各項目とも適正な

ものと判断されております。次ページに位置図、公図を載せてあります。 

それでは、議案書の１２ページにお戻りください。 

６番、申請地は寺岡町地内の畑、面積１，０３４㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル４００枚を６６８㎡に

設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は地上権の設定、農地区分は第２種農

地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認済、農

地法５-２-２、他に代替えする土地の有無 無です。こちらは、先月の許可案

件で、契約内容を売買から地上権設定に変更するための再申請となっており

ます。 
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こちらの調査書は、６５ページとなっております。調査書は各項目とも適正

なものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図を

載せてあります。 

では、議案書１２ページにお戻りください。 

７番、申請地は松田町地内の田、面積９２５㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル２８８枚を４８０．９６

㎡に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認

済、農地法５-２-２、他に代替えする土地の有無 無です。 

７番の調査書は６８ページとなっております。調査書は各項目とも適正な

ものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図を載

せてございます。 

では、議案書１３ページをお願いします。 

続きまして８番、申請地は板倉町地内の田、面積８２７㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル２４０枚を３９２．８３

㎡に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認

済、農地法５-２-２、他に代替えする土地の有無 無です。 

８番の調査書は７１ページとなっております。調査書は各項目とも適正な

ものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図を載

せてあります。 

では、議案書１３ページにお戻りください。 

続きまして９番、申請地は板倉町地内の田、面積１，０７０㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル２７０枚を４４１．９３

㎡に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認

済、農地法５-２-２、他に代替えする土地の有無 無です。 

９番の調査書は７４ページをとなっております。調査書は各項目とも適正

なものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図を

載せてあります。 

では、議案書１３ページにお戻りください。 

１０番、申請地は板倉町地内の田、面積９８３㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル２７０枚を４４１．９３

㎡に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認
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済、農地法５-２-２、他に代替えする土地の有無 無です。 

１０番の調査書は７７ページとなっております。各項目とも適正なものと

判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図を載せてあ

ります。 

では、議案書１３ページにお戻りください。 

１１番、申請地は板倉町地内の田、面積１，４１７㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル３００枚を４９１．０４

㎡に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例確認

済、農地法５-２-２、他に代替えする土地の有無 無です。 

１１番の調査書は８０ページとなっております。調査書は各項目とも適正

なものと判断されております。次ページから位置図、公図、土地利用計画図を

載せてあります。 

議案書１３ページにお戻りください。 

５条許可申請、最後の案件です。 

１２番、申請地は島田町地内の畑、面積３６９㎡ほか１筆、計４２３㎡です。 

施設の概要は一般住宅１棟で、延床面積１０５．１６㎡を建築するもので

す。 

申請理由は載のとおりで、契約内容は、所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして都市計画法３４条１４号、市街化調整区域に長期居住

する者のための住宅、農地法施行令１０-２、農業の振興に資する施設、住宅

となっております。 

１２番の調査書は８３ページとなっております。調査書は各項目とも適正

なものと判断されております。次ページに位置図、公図を載せてあります。 

以上、５条許可申請１２件です。 

よろしくご審議をお願いいたします。 

本件は先に１番および２番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

８番 星野委員。 

８番 星野です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の４１ページをご覧下さい。 

今回は、５条許可申請に伴い、申請地の調査と、別添資料の調査書に基づき

まして、審査基準の確認を行いました。調査年月日、調査班は、３条許可申請

の案件と同様です。調査対象、契約内容、申請理由については、事務局から説

明がありましたので省略いたします。 

５条許可申請の実情につきましては、申請地の現地調査と、申請代理人の出

席のもと、聞き取り調査を行いました。本件に続く１件も、同じ申請人から太
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陽光発電設備用地への転用を目的とした申請であるため、１番と２番、４０ペ

ージから５３ページまでを合わせて報告いたします。 

申請人は、不動産業を主な生業とし、平成２８年、名草下町地内で参入した

太陽光発電事業の運営が順調なため、事業規模の拡大を目的に、当該申請に至

りました。事業効率を考慮し、市内の複数の候補地を検討した結果、日当たり、

面積の確保などの条件を満たしている適地が、申請地とのことでした。 

設置しようとする発電設備は、いずれも発電出力４９．５キロワット、申請

面積は、１番が太陽光発電パネル２２８枚で１，１２１㎡、２番が３８０枚で

１，２６１㎡の計画です。 

申請地は盛土をせず、整地のみとし、雨水は敷地内自然浸透、防草シートと

敷砂利による雑草対策を講じます。転用に係る事業資金は、土地購入費を含

め、自己資金と融資で賄います。また、申請地は、市道と河川および住宅に囲

まれています。 

１番においては、４２ページの公図写しからわかるように、申請地９１１に

隣接する９１０の農地が事業計画地に含まれておりません。これは、時間帯に

よって、その南側にある住宅の影が発生し、十分な発電が望めないため、申請

地から外したとのことです。そのため、当該案件が許可されると、９１０の農

地が残り、放棄地化する懸念があります。 

２番についても、４９ページの公図写しからわかるように、申請地９１３－

１の北側にある９１２の農地が残ることになります。 

農地転用の許可基準においては、周辺農地に対する影響を考慮して、許否を

判断することとなっています。そのため、これら２筆の活用について、申請人

に再度検討するよう促しました。 

その後、事務局に、残る２筆の地権者から、４６ページおよび５３ページに

掲載されております通り、農地として維持管理していく意思が確認できる文

書が届きました。 

結論として、申請地は、名草下町東部の第２種農地であり、申請人の実情か

ら、転用の必要性が認められます。転用許可を判断するうえでは必要最小限の

面積とするこれまでの考え方と、当該案件では提出された確約書の内容を 

もって、調査班としては許可相当といたしました。 

なお、別紙調査書において、許可が相当と認められる場合に付すべき条件

に、残る農地が、農地として維持されることを付しております。 

以上で、報告を終わります。 

担当地区推進委員からの意見はありましたか。 

ありました。 

班長の星野委員。 

奥２筆の農地が残されてしまうと、放棄地になってしまうのではないか心

配していました。 

事業主は、絶対に申請地には含めないと言っていました。 
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ただいま報告のありました本件について、意見を求めます。 

長谷川委員。 

９番 長谷川です。 

私も調査班として、この案件について随分と代理人と議論のやり取りをし

て今日の報告にいたったわけですが、やり取りの中で一番問題なのは、必要最

小限の転用しか認めないという考え方で、非常に大切なことだと思います。 

ただ、中山間地域において小さい農地が、しかも導入路を完全に確保できな

い農地を残していくというのは、いかがなものかなと思っています。 

それと同時に、今日の案件にありますが４番は１，６００㎡を超えていて、

３筆ありながらパネルの必要面積が１番とほぼ同じくらいなので、これまで

の考え方どおり、転用面積を必要最低限とするならば、１筆くらいは許可しな

いということもありなのではないかと思います。今後の整合性にも係わって

くるのかと思います。 

農業委員会として、５０キロワットの発電にはどのくらいの面積が基準と

なるのか考えた方がいいのではないかと思います。過去、１，８００㎡くらい

の土地でも５０キロワットの発電の案件も許可してきました。 

その耕作しづらい土地を残されても困るから、放棄地になりかねないので

あるならば、必要に応じて開発を認めてもいいのではなかと思います。 

今後の課題として、どこまでを一体利用で認めるのか、どういった許可基準

とするのか事務局を中心に検討いただきたいと思います。 

ほかに何かございますか。 

事務局からは。 

ただいま、長谷川委員からご指摘いただいたとおりだと思います。 

条件が違いますのは、たまたま小さい筆が分かれているところとそうでな

いところという事情でございまして、通常筆を分けて必要最小限にするのが

本当かもしれません。 

今後は孤立するような農地ができないように、事前指導をしていきたいと

思います。 

難しいことですが、提出された確約書を信じて、放棄地にならないように祈

るだけですね。 

ほかになにかありますか。 

星野委員。 

８番 星野です。 

私も班長という立場で見てきましたが、機械はとても入るような農地では

ないので、管理機で耕すくらいかなと思っています。 

今後こういった農地が出てくると思うので、方向性について全員で考えて

おかないといけないのかと感じたので、よろしくお願いしたいと思います。 

事務局と相談して、整合性が取れるように勉強会などがあったら考えてい

きたいと思います。 
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それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号 １番及び２番はそのように決定いたしまし

た。 

続いて３番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

同じく８番 星野委員。 

８番 星野です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の５５ページをご覧下さい。 

今回は、５条許可申請に伴い、申請地の調査と、別添資料の調査書に基づき

まして、審査基準の確認を行いました。 

調査年月日、調査班は、３条許可申請の案件と同様であります。 

調査対象、契約内容、申請理由については、事務局から説明がありましたの

で省略します。 

５条許可申請の実情につきましては、申請地の現地調査と、申請代理人の出

席のもと、聞き取り調査を行いました。 

本件は、申請人が太陽光発電設備用地として利用したいというものです。 

発電出力は４９．５キロワット、申請面積は、太陽光パネル２８８枚が設置

できる１，４５７㎡が必要とのことでした。 

土地の選定理由としましては、足利市内において規模拡大を図るため、近く

に高い建物が少なく、日照を十分に得ることができる土地を数ヶ所検討した

ところ、既存事業地に近く、メンテナンスなどの維持管理がしやすい申請地を

選んだとのことでした。 

発電パネルの設置は、造成を行わず整地後に敷砂利を１０から２０㎝行い

ます。 

転用に係る事業資金は、すべて自己資金で賄い、安全対策として設置するフ

ェンスについては、申請地境界から５０㎝内側に設置するうえ、境界とフェン

スの間も草刈りを行うため、周辺農地への影響はないものと考えます。 

申請人は、当該案件の周辺で太陽光発電事業を進めています。昨年４月、約

５０ｍ東で許可された計画地では、パネルの設置工事が終了し、電柱への接続

などの最終施工段階に入っています。今年３月に許可された隣地については、

当該案件が許可され次第、同時に着工するとのことで、転用事業の確実性も確

認されました。 

申請地は、東側は申請人の転用許可地、北側は田、西側は畑、南側は宅地と

なっています。 

申請地の西側にある畑への進入については、その西側の農地と接する南側

の農地を使って進入することを、土地所有者と確認しています。 

また、東側の転用許可地との間に存在する、公図にない水路については、三
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反田堰水利組合と、現状を維持することで協議済みです。 

結論として、申請地は、松田町南部の第２種農地であり、申請人の実情から、

転用の必要性と確実性が認められ、別紙調査書の許可基準を満たしているこ

とから、調査班としては、許可相当と判断いたしました。以上で、報告を終わ

ります。 

ただいま報告のあった本件について、担当地区推進委員の入江さんから何

か意見等ございますか。 

水路について確認いたしましたが、やはり使用している方はいないという

ことでした。 

以上です。 

ありがとうございます。 

ただいま報告のありました本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号 ３番はそのように決定いたしました 

続いて４番から１２番を上程いたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号 ４番から１２番はそのように決定いたしま

した。 

続いて議案第３号 農用地利用集積計画の決定についてを議題といたしま

す。 

事務局の説明を求めます。 

それでは議案書の１４ページをお開きください。 

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について、ご説明いたします。令和

元年５月３１日公告分であります。 

議案書の１５ページをご覧下さい。今回の議案の総括表であります。貸借権

設定（利用権設定）が、５８件で面積１４０，３１１㎡です。 

続きまして所有権移転は１件で面積３，２６３㎡です。 

初めに貸借権設定についてですが、詳細が１６ページから２９ページに記

載されておりますのでご覧ください。 

続きまして、所有権移転についてですが、申請地は上渋垂町地内の田、現況

ハウス、面積２，２０５㎡ほか１筆、計３，２６３㎡で、売買価格は総額で  

５４０万円です。 

いずれも、審議の後、承認をいただきましたら、５月３１日付で公告の手続

きを行います。 
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議長 

以上よろしくご審議をお願いいたします。 

本件は先に１番を上程いたします。 

本件は運営委員会で調査しておりますので、報告を求めます。 

５番 森山委員。 

５番 運営委員長の森山です。 

新規就農について、運営委員会の実情調査結果を報告いたします。 

今回は、株式会社 堀久からの農地の解除条件付き貸借の承認の申出に伴

い、別添の申請資料にもとづきまして、申請人出席のもと実情調査を行いまし

た。 

調査年月日は、令和元年５月１６日、木曜日、午後１時４０分から、運営委

員５名で調査を行いました。 

申請内容、申請理由については、事務局から説明がありましたので省略いた

します。 

今回、申請人からの実情調査で、申請人は市内の太陽光発電売電業を主な業

務とする一般法人で、昨年度代表取締役が所有する農地に営農型太陽光発電

設備を設置し、当初下部農地をみどり市の農地所有適格法人が耕作する計画

でしたが、当該農地所有適格法人が破産手続きに入ったため、農産物の生産も

その目的とする申請人が営農を継承し、利用権設定のうえ、ミョウガを生産し

たいので承認されたいとのことでした。現在、法人としては板倉町の代表取締

役所有農地で既にトウモロコシ等の野菜を生産し、地元スーパーに出荷をし

ており、今後キクイモ・サクラジマダイコン等も試作してみたい、また営農型

太陽光発電の本市での許可第１号として責任を持って営農を継続したいとの

話を聞くことができ、同社の営農への強い意欲があることを確認いたしまし

た。 

結果として、運営委員会といたしまして、同社の新規就農を承認したいと考

えています。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第３号 １番はそのように決定いたしました。 

続いて２番から６番を上程いたします。 

ここで、農業委員会等に関する法律、議事参与制限により、７番 河内委員

１４番 赤坂委員の退席を求めます。 

【午前１０時２７分  退席】 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 
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【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第３号 ２番から６番はそのように決定いたしまし

た。 

ここで、関連事案の審議が終了しましたので、河内委員、赤坂委員の出席を

求めます。 

【午前１０時２８分  出席】 

続いて７番から５８番を上程いたします。 

本件について、意見を求めます。 

星野委員。 

８番 星野です。 

２３ページの３２番の渡人は、２か月くらい前に亡くなったと思いますが、

このままでいくのでしょうか。 

事務局。 

すみません確認不足です。 

主幹。 

確認不足で申し訳ございません。取り消しとさせていただきます。 

では、３２番は取り消しということで、ご了承願います。 

ほかに何かございますか。 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第３号 ７番から５８番はそのように決定いたしま

した。 

続いて所有権移転を上程いたします。 

本件は運営委員会で調査しておりますので、報告を求めます。 

５番 森山委員。 

５番 運営委員長の森山です。 

農地所有適格法人の所有権移転について、運営委員会の実情調査結果を報

告いたします。 

今回は、株式会社 茂利からの農地の所有権の取得の申出に伴い、別添の申

請資料にもとづきまして、申請人出席のもと実情調査を行いました。 

調査年月日は、令和元年５月１６日、木曜日、午後２時１０分から、運営委

員５名と参考人として出席いただいた本島委員の計６名で調査を行いまし

た。 

申請内容、申請理由については、事務局から説明がありましたので省略いた

します。 

今回、申請人からの実情調査で、申請人は市内でトルコギキョウ栽培を中心

とした農業経営を行っていますが、農地所有適格法人を設立し就農して３年

間が経過するため、現在利用権で賃借している上渋垂町地内の２筆、約２．５

反のハウスを土地ごと取得したいので承認されたいとのことでした。 
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申請人は実家の家業の鉄工業の手伝いとの二足のわらじで頑張ってきた

が、今後はトルコギキョウの生産に重点を移していきたい、また、技術が自己

流なところもあり、なかなか収益が上がらないという反省もあるので、今後は

ＪＡ花卉部会の勉強会にも積極的に出席し技術の習得に努めたいという話を

聞くことができました。 

結果として、運営委員会といたしまして、同社の農地の取得を承認したいと

考えています。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第３号 所有権移転はそのように決定いたしました。 

以上で本日の議案審議全部を終了いたしました。 

続いて、報告事項 農地法第５条の規定による許可処分の取消願について

事務局の報告を求めます。 

議案書の３１ページをお開き下さい。 

報告事項、農地法第５条の規定による許可処分の取消願について、ご説明い

たします。 

１番、申請地は寺岡町地内の畑、面積１，０３４㎡、施設の概要は太陽光発

電設備用地で、許可の日付は平成３１年４月２６日、取消の理由は契約内容変

更のためで、取消の日付は令和元年５月９日でございます。 

５条許可５番と関連とありますが、６番の誤りでございますので修正をお

願いいたします。 

以上報告いたします。 

ただいま事務局より報告のあった本件について、ご意見はございませんか。 

【意見なし】 

それでは、ご了承願います。 

なお、議案末尾に農地法第１８条第６項の規定による通知について載せて

おきましたので、ご承知おきください。 

また前回の総会において、農業会議に諮問する旨の議決をされた、農地法第

５条許可申請につきましては、４月２６日に開催された常設審議委員会にお

いて許可相当との答申を得、会長専決にて許可書の交付をしたことをご報告

いたします。 

慎重なるご審議をいただき、ありがとうございました。 

以上で、第２４回足利市農業委員会総会を閉会いたします。 

【午前１０時３５分  閉会】 
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